
共同住宅等のごみ置場設置協議書 

令和  年  月  日 

北九州市環境局 

__________環境センター所長 

住所 

建築主 氏名                  

TEL 

北九州市共同住宅等のごみ置場設置及び管理に関する要綱第7条の規定に基づき、次のとおり協議します。 

建築物の名称 
 

建 築 場 所  

建 築 主 
住所 

氏名               TEL（    ）    － 

設 計 者 
住所 

氏名               TEL（    ）    － 

建 築 物 の 概 要 

敷地面積     ㎡ 

建物延べ面積   ㎡ 

  お   階建て 

住戸数  戸 

 

店舗数  戸 

□分譲 

所有形態 

□賃貸 

□置く 

管理人 

□置かない 

ごみ収集 

について 

□ごみ置場を設置する 

・家庭ごみ専用 

・家庭ごみ 資源化物 併用 

ごみ置場の面積（２箇所以上設置の場合はすべて記入） 

□既存ステーションを利用 

・家庭ごみ専用 

・家庭ごみ 資源化物 併用 

近隣住民との協議状況 

確認申請予定年月日 令和  年  月  日 工事着手予定年月日 令和  年  月  日 

工事完成予定年月日 令和  年  月  日 使用（入居）予定年月日 令和  年  月  日 

提出書類（各２部）   ①本協議書   ②建物の位置図（周辺道路を含む）   ③ごみ置場の平面 

④ごみ置場の構造設計図（面積、高さ等が判断できるもの） 

⑤車両進入口の立面図（収集車が敷地内に進入し高さ制限がある場合のみ添付） 

環境センターの意見  １ 適当と判断する。  ２ 不適当と判断する。 

○指導、改善事項 

※  ごみ置場を設置する際、確認のため立会いますので必ずご連絡ください。 

※  協議後に変更が生じれば、再度、必ず協議してください。(変更が生じたにも関わら

ず、事前協議をしなかった場合、若しくは協議成立条件に違反して建築された場合は

ごみ置場からの収集をしないことがあります。） 

変更図面等再協議 令和   年   月   日 提出者          

変更図面等再協議 令和   年   月   日 提出者          

※ ごみ収集依頼書は、収集開始の２週間前までに提出してください。 

受付印 

 

様式第 1_号 （ 表 ） ※ 必ず両面印刷をすること 



ごみ置場の設置基準 
 

階数が２階以上で１０戸を超える共同住宅等を建築しようとするときは、事前に「共同住宅等のごみ置

場設置協議書」を環境センターに提出し、ごみ置場設置協議が必要｛協議後に変更(仕様変更、移設等)が

生じた場合、要件に該当する建物が建築後に新たに専用のごみ置場を設置する場合も同様｝です。 
 

○ ごみ置場設置基準の概要 

１ ごみ収集車が、道路交通法等の規定に従い安全に支障なくごみ収集作業ができる場所に、道路と

同一の高さで長辺（開口部）が道路に接する形態とする。ごみ置場の面積は、次により求めた面

積以上とする。 

必要面積＝２㎡（平方メートル）＋（計画戸数―１１戸）×０．１㎡（平方メートル） 

※ 数棟以上の建築で、ごみ置場を分散して数箇所に設置する場合でも１箇所当たりの面積は２㎡

（平方メートル）以上を確保すること。 

２ ごみ置場の開口部は原則として幅２ｍ以上、奥行きは５０ｃｍ以上２ｍ以下とし、高さ１ｍ以上

の補強コンクリートブロック等で囲むこと（長さは面から面までの実寸。以下同様）。 

開閉扉を取り付けるときは、収集時に扉が容易に開放でき、道路の通行を妨げない構造とし、 

開扉状態で原則として幅２ｍ以上、高さ２ｍ以上の開口部を確保すること。 

３ ごみ置場を清潔に保つため、床面はコンクリート等で舗装し、汚水を洗浄できる構造とすること

（汚水口を設けること）。 

４ ごみ置場は、幅員４ｍ以上の公共道路に面して設置し、収集車両が横づけして収集でき、収集車

両との間に障害物のない位置に設置（やむを得ず公共道路（車道）に面して設置できない場合、 

若しくは世帯数が３０世帯以上でかつ、収集車両が横付けできない場合は、収集車両が前進のま

までごみ置場に横づけし、通り抜けできる通路又は転回場所を確保）すること。 

５ 本設置協議の後、実際にごみ置場の設置工事に着手する際は、環境センターへ連絡すること。 

６ 本設置協議に基づくごみ置場設置完了後、収集を開始する際は、「ごみ収集依頼書」を収集開始

の２週間前までに環境センターに提出するよう、共同住宅の管理者等へ引き継ぐこと。 
 

○ 環境センターに提出する協議書、添付資料（各２部 … 協議完了後、内１部を返却します） 

① 共同住宅等のごみ置場設置協議書（表面の様式）（以下図面を綴じ込み） 

② 共同住宅等の位置図 … 周辺道路も記載されたもの 

③ ごみ置場の平面配置図 … 敷地内に収集車が進入して収集する場合は道路幅等を記載 

④ ごみ置場の構造設計図 … 縦、横、高さの寸法、面積、構造物の材質が記載されたもの 

（面から面までの実寸） 

⑤ 車両進入口の立面図 … 収集車が敷地内に進入し高さ制限がある場合のみ添付 
 

建築予定の区 管轄の環境センター 電話番号 

門 司 区 新門司環境センター 

（門司区新門司三丁目７８番地） 
０９３-４８１-７０５３ 

小倉南区 

小倉北区 日明環境センター 

（小倉北区西港町２４番地） 
０９３-５７１-４４８１ 

戸 畑 区 

八幡東区 
皇后崎環境センター 

（八幡西区夕原町２番１０号） 
０９３-６３１-５３３７ 八幡西区 

若 松 区 

 

（ 裏 ） 


